
　市では、男女のよりよいパートナーシップを築くための行動
の日として毎年１１月１１日を『いいパートナーの日』と定めてい
ます。
　職場や地域、家庭などにおける男女共同参画への関心と理
解を深め、いいパートナーの日をより多くの方へ知ってもらう
ため、いいパートナーの日フェスタを開催します！
　今回は男女共同参画に関する講座や、パパと子どもで参加す
る料理教室、健康体操体験など、みんなで楽しめる企画を用意
しました。相手を思いやり、一人ひとりが活躍できる環境づくり
について、考える日にしませんか？　ぜひ多くのご来場をお待
ちしています。

【日時】11月11日（土）　10:00～13:00
【会場】地域交流センターともべ「トモア」

憲法に女性の権利を！
ー24条をみんなで考えましょうー

３B体操体験教室パパと子の料理教室

男女共同参画推進
標語・写真コンクール作品展示

家族みんなで参加できたら良い講座

コミュニティルーム（マップ  　）D

①憲法24条はどうやって生まれたのか
②憲法24条で日本はどう変わったのか
③24条をどう生かしているか

無料

主催　秘書課・笠間市男女共同参画推進連絡協議会
【問い合わせ】秘書課（内線225）

参加費
無料参加費

1回目：10:30～11:00
2回目：12:00～12:30

時　間

当日受付　※事前申し込み無申し込み

当日受付　※事前申し込み無

標語の受賞作品と写真コンクールの
応募作品をすべて展示します。

申し込み

10月19日（木）申し込み期限

当日受付　※事前申し込み無

最後はみんなで
踊ってみよう！

申し込み

共生つばさの会

○フロアマップ

E
F

G

A

CB D

同時開催

（定員を超えた場合は抽選）

無料参加費

運動靴、飲み物持ち物
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